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第Ⅱ ３つのアクションプラン  

一．日本産業再興プラン 

一．日本産業再興プラン ～ヒト、モノ、カネを活性化する～ 

２．雇用制度改革・人材力の強化 

 

④女性の活躍推進 

出産・子育て等による離職を減少させるとともに、指導的地位に占める女性の割合

の増加を図り、女性の中に眠る高い能力を十分に開花させ、活躍できるようにするこ

とは、成長戦略の中核である。「若者・女性活躍推進フォーラム」の提言を踏まえつつ、

女性が活躍できる環境整備を推進する。 

こうした取組により、「M字カーブ問題」の解消に向け、2020年の就業率を、25から

44歳の女性については 73%（2012年の水準から約５ポイント向上）とすることを目指

す。 
 

○女性の活躍促進や仕事と子育て等の両立支援に取り組む企業に対するインセンティブ

付与等 

・企業への助成金制度や税制上の措置の活用等による支援等の充実、公共調達を通じ

た取組、好事例を顕彰する仕組みの拡充を進めるとともに、役員や管理職への登用

拡大（全上場企業においてまずは役員に一人は女性を登用）に向けた働きかけやキ

ャンペーン、登用状況の開示促進、女性人材のデータベース化等を行う。 

 

○女性のライフステージに対応した活躍支援 

・子どもが３歳になるまでは、希望する男女が育児休業や短時間勤務を選択しやすい

よう、職場環境の整備を働きかけるとともに、育児休業中や復職後の能力アップに

取り組む企業への助成制度を創設する。 

・育休復帰支援プラン（仮称）の策定支援等を行うほか、来年度末で期限切れとなる

次世代育成支援対策推進法の延長・強化を検討する。また、特に仕事と子育て等の

両立が困難な女性研究者等を支援するほか、「イクメン」の普及等、男性の家事・育

児等への参画を促進する。 

・インターンシップやトライアル雇用制度の活用、マザーズハローワークの充実等に

よる再就職に向けた総合的な支援、母子家庭の母等への就業支援、社会人の学び直

し支援等を行うほか、資金調達や経営ノウハウの支援等により、地域に根差したも

のから世界にチャレンジするものも含め、女性の起業等を促進する。 

【参考資料３】 



・少子化社会の問題は社会経済の根幹を揺るがしかねない状況に直面していることか

ら、子育て支援強化、働き方改革に加え、「少子化危機突破のための緊急対策」（本

年６月７日少子化社会対策会議決定）に基づき、妊娠・出産等に関する情報提供や

産後ケアの強化など、結婚・妊娠・出産に関する支援を総合的に行う。 

 

○男女が共に仕事と子育て等を両立できる環境の整備 

・テレワークの普及に向けた新たなモデル確立のための実証事業の実施等による多様

で柔軟な働き方の推進や、長時間労働の抑制、教育・啓発活動の推進等ワーク・ラ

イフ・バランスの更なる推進を図るとともに、ベビーシッターやハウスキーパーな

どの経費負担の軽減に向けた方策を検討する。また、働き方の選択に関して中立的

な税制・社会保障制度の検討を行う。 

・「放課後子どもプラン」に基づき、放課後児童クラブと放課後子ども教室の充実及び

その連携を推進する。 

 

○公務員における女性の採用・登用の拡大等の取組の促進 

・「隗より始めよ」の観点から、女性の採用・登用の促進や、男女の仕事と子育て等の

両立支援について、まずは公務員から率先して取り組む。 
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